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女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画 

 
                                     令和３年３月１日 
                                可茂衛生施設利用組合管理者 
 
 
 はじめに 
 

我が国では、急速な少子高齢化の進展、国民需要の多様化等により社会経済情勢が変化しており、そ

れに対応できる豊かで活力ある社会づくりが課題となっています。そのような社会を実現するためには、

女性が自らの意思によって職業生活を営み、その個性と能力を十分に発揮し職業生活において活躍する

ことが一層重要となります。 

国においては、男女共同参画社会基本法の基本理念に則る実施法として、女性の職業生活における活

躍の推進に関する法律（平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。）が成立しました。 

これを受け、可茂衛生施設利用組合においても、平成28年４月１日から令和３年３月31日までの５年

間を計画期間とした特定事業主行動計画（前期計画）を策定し、これを実施してきました。 

このたび前期計画の計画期間が終了することに伴い、今後もより一層女性職員の活躍を推進していく

ため、特定事業主行動計画（後期計画）を策定します。 

 

１ 計画期間 

  令和３年４月 1日から令和８年３月 31日までの５年間 
 

２ 女性職員の活躍の推進に向けた数値目標 

（１）状況把握 

   女性活躍推進法第19条第３項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特

定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令（平成27年内閣府令第61号。以下、「内閣府令」という。）

第２条に基づき、女性の職業生活における活躍に関する８項目について状況を把握しました。 

 

２ 

把握項目 説明 区分 令和元年度（H31.4.1～R2.3.31） 

離職率の男女

差及び離職者

の年齢別・男女

別割合 

男女別の自己都合退職者

の割合の差異 

一般行政職 
男性は22人のうち１人が離職 4.5% 

女性は退職者なし ０% 

51歳から60歳

までの者 

男性は１人が退職 100% 

女性は退職者なし ０% 

 

３ 

把握項目 説明 区分 令和元年度 

超過勤務の状況 

各月平均の一人あた

りの超過勤務時間数 

一般行政職 

(管理職を除く) 
月平均 172.5時間（対象者26人） 6.6時間 

超過勤務の上限を超

えて命じられて勤務

した職員数 

一般行政職 

(管理職を除く) 
該当者なし 

 

１ 

把握項目 説明 区分 令和２年度（R2.4.1 採用） 

女性職員の採用

割合 

職種別採用者に占める

女性の割合 

一般行政職 該当者なし（令和元年度も同様） ― 

会計年度任用職員 該当者なし（令和元年度も同様） ― 
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４ 

把握項目 説明 区分 令和２年度（R2.4.1現在） 

管理職の女性割合 
課長職以上の地位にある職員に

占める女性の割合 
一般行政職 

管理職３人のうち女性は

０人 
０% 

 

５ 

把握項目 説明 区分 令和２年度（R2.4.1現在） 

各役職段階の職

員の女性割合及

びその伸び率 

係長職以上の女性職員

の割合 

係長 ６人のうち女性は０人 ０% 

課長 ２人のうち女性は０人 ０% 

事務局長 １人のうち女性は０人 ０% 

係長職以上の女性職員

の割合の前年度からの

伸び率 

係長 前年度割合（０％）からの伸び率 ０% 

課長 前年度割合（０％）からの伸び率 ０% 

事務局長 前年度割合（０％）からの伸び率 ０% 

 

６ 

把握項目 説明 区分 令和元年度（H31.4.1～R2.3.31） 

男女別の育休取

得率及び取得期

間の分布状況 

子どもが生まれた職員の

育休取得率 

一般行政職（男性） 取得者なし（対象者１人） ０% 

一般行政職（女性） 対象者なし ― 

 

７ 

把握項目 説明 区分 令和元年度(H31.4.1～R2.3.31) 

男性職員の配偶者

出産休暇の取得率

及び合計取得日数

の分布状況 

子どもが生まれた男性職員

の取得率 
一般行政職 対象者１人のうち１人が取得 100.0% 

合計取得日数の分布状況 
１日 ― 

２日 1人 

男性職員の育児参

加のための休暇の

取得率及び合計取

得日数の分布状況 

子どもが生まれた男性職員

の取得率 
一般行政職 取得者なし（対象者１人） ０% 

合計取得日数の分布状況 

１日 ― 

２日 ― 

３日 ― 

４日 ― 

５日 ― 

 

８ 

把握項目 説明 

セクシャルハラス

メント等対策の整

備状況 

各種相談窓口やハラスメント全体を対象とした「ハラスメント予防・対応マニュアル（管理

者の属する市町村作成）」を職員全体に周知するとともに、係長職職員がハラスメント防止

講座を受講するなど、その対策等を周知徹底している。 

 

 

（２）改善すべき事情 

当組合の主な事業は、ごみ処理施設、し尿処理施設、火葬場の適正な運営であり、特にプラント
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管理等の技術的側面（対象作業を行う事業者は、女性労働者については母性保護の観点から、廃棄

物焼却施設における運転、点検等作業及び解体作業における就業上の配慮が必要となっている。）

から、女性職員数（３人／27人中）が少ない職場環境となっています。また、女性職員は平成13年

度以降に採用された職員であるため、管理職や役職者がいない状況です。 

職場環境としては、過去の女性職員の育児休業取得率（100％）、令和元年度の離職状況（女性職

員の離職率０％）、超過勤務の状況（月平均 6.6時間／人）等からみても、子育てをしながら働くこ

とが出来る職場環境であることが分かります。 

今後、更に活力ある職場作りを進めるためには、現在の職場環境を維持するとともに、女性職員

がその個性と能力を十分に発揮し、活躍できる環境を整えることが必要です。そのためには、男女

の性差なく職員の資質向上に取り組むと共に、女性職員自らが活躍の場を広げる意欲を持つことも

重要になってきます。 

 

（３）目標と取組み内容 

現状分析の結果、女性職員の活躍を推進するため、次のとおり目標を設定します。 

目標 取組み内容 

１ 
令和７年度まで、意識改革や知識習得

等の研修を毎年１回以上受講する。 

研修を受講することにより意識改革や知識を習

得し、活躍の場を広げる意欲を促進する。 

２ 

令和７年度まで、男性の配偶者出産休

暇及び育児参加のための休暇取得率を

100％とする。 

配偶者が出産する男性職員に、配偶者出産休暇

及び育児参加のための休暇を取得するよう働き

かける。 

 

 

３ 推進体制 

  この計画の推進にあたっては、総務課総務係が担当します。 

 

 


